
様式第２号（別表関係） 

建 設 関 連 業 務 見 積 結 果 調 書 

 

 担 当 課 建設課 

委託業務名 準用河川女川改修修正設計業務委託 

委 託 場 所 下閉伊郡山田町 船越 地内 

見 積 日 時  令和３年６月１６日 午後５時１５分 

予 定 価 格 
（税込み） 2,409,000 円 

（税抜き） 2,190,000 円 

見積者の商号又は名称 
見 積 額 （円） 

第１回 第２回 第３回 備 考 

㈱八州 釜石営業所 2,150,000   決定 

以下余白     

     

     

     

     

     

     

     

     

見積の結果 

随意契約の相手方 株式会社八州釜石営業所 

契約金額 （税抜き）2,150,000 円【（税込み）2,365,000 円】 

 

随意契約理

由 

本業務は、準用河川女川改修事業（以下「女川改修事業」という。）の河川

改修において河川下流部の岩手県防潮堤の流末水路の計画高が変更となった

ため、それに伴う女川計画河床高の設計変更を行うものであり、令和２年度に

おいて実施された準用河川女川改修測量設計業務と密接な関係にあるもので

ある。 

 このことから、当該業務を実施した者に本業務を実施された場合、業務履行

期間の短縮、経費の節減に加え、業務の適切な実施を確保する上で有利を認め

られることから、地方自治法第１６７条の２第１項６号の規定により随意契約

とするものである。 

 


